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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

　
　
　
は 

じ 

め 

に

　
漁
村
に
在
っ
て
は
「
船
揚
澗
」
は
重
要
な
生
産
手
段
で
あ
る
。
澗
は
集
落
ま

た
自
宅
か
ら
近
く
、
高
波
に
も
安
全
で
、
し
か
も
勾
配
が
適
当
で
、
陸
に
船
の

上
げ
下
ろ
し
が
容
易
で
あ
る
場
所
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
条
件
を
満
た

す
場
所
と
な
る
と
限
ら
れ
て
く
る
。
江
戸
時
代
・
明
治
時
代
・
大
正
時
代
以
降
、

ご
く
最
近
ま
で
資
力
あ
る
有
力
漁
商
人
が
澗
を
支
配
し
所
有
し
て
い
た
の
で
あ

る（
１
）。

　
限
ら
れ
た
船
数
し
か
使
用
で
き
な
い
船
揚
場
、
そ
し
て
澗
代
（
賃
料
）
が
高

額
で
漁
業
経
営
を
圧
迫
す
る
問
題
を
打
開
す
る
た
め
、
昭
和
に
入
り
特
に
戦
後

漁
業
の
盛
ん
な
浦
々
で
は
改
め
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
漁
業
協
同
組
合
の
澗
の
買
上
げ
と
共
に
、
大
時
化
で
も
船
を
澗
に
上
げ
な
く

て
も
済
む
安
全
で
安
心
な
漁
港
の
造
成
が
漁
業
組
合
の
熱
望
・
要
請
で
推
進
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
こ
玉
川
港
は
、
漁
業
規
模
は
小
さ
く
高
波
の
時
、
漁
船
は
全

て
船
揚
澗
を
利
用

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
現
在
の
玉
川
集

落
は
越
前
岬
近
く

で
沿
岸
零
細
漁

業
・
温
泉
観
光
の

民
宿
・
旅
館
で
生

計
を
立
て
て
い
る

町
で
あ
る
が
、
過

疎
化
が
進
行
し
て

い
る
平
成
の
今

日
、
各
種
漁
獲
量

は
年
を
追
っ
て
減

江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

岡
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　彦
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少
し
、
漁
業
の
不
振
に
よ
る
減
船
お
よ
び
漁
業
従
事
者
の
減
少
で
、
澗
の
需
要

が
少
な
く
、
澗
の
役
割
・
価
値
は
著
し
く
低
下
し
た
（
２
）。

　
玉
川
浦
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
澗
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
玉
川
浦
に
つ
い
て
は
、「
左
右
浦
と
の
鱪
漬
木
争
い
」（
慶
応
四
年

〈
一
八
六
八
〉六
月

玉
川
区�

有
文
書
）
に
「
玉
川
之
義
漁
業
を
以
っ
て
渡
世
罷
在
」
ま
た
「
他
国
江
船
奉

公
罷
出
候
人
々
多
く
」

と
あ
る
よ
う
に
漁
業
・

船
乗
り
が
主
体
の
漁
村

で
あ
っ
た
。

　
村
高
四
七
石
九
斗

で
、
田
二
反
六
畝
・
畑

十
二
町
八
反
九
畝
・
文

政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の

免
は
高
二
ツ
一
分
二
厘

六
毛
で
あ
る
。
文
久
二

年
（
一
八
六
二
）
の
明

細
帳
で
は
家
数
九
十
三

軒
、人
数
五
百
十
三
人
、

漁
船
・
商
物
船
は
三
、

四
十
艘
所
持
し
て
い
た

が
、
減
っ
て
文
久
二
年

の
今
で
は
商
売
船
十
五

艘
、
漁
船
十
艘
と
記
録

し
て
い
る
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
六
月
、
九
十
戸
中
七
十
戸
を
焼
失
す
る
大

火
が
あ
り
、
漁
船
減
は
こ
の
火
事
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
玉
川
浦
で
の
船
揚
場
の
所
有
関
係
な
ら
び
に
澗
主
制
度
は
ど
の
よ
う
な
状
態

で
あ
っ
た
の
か
、
村
及
び
漁
師
と
の
関
わ
り
は
ど
う
だ
っ
た
か
実
態
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
　
　
一
　
船
引
（
揚
げ
）
間
に
つ
い
て

　
越
前
で
は
一
般
的
に
船
揚
場
・
船
曳
場
の
こ
と
を
船
揚
（
上
）
澗
、
船
引
澗

と
い
い
、
省
略
し
て
澗ま

や
㗴ま

、
間ま

と
い
っ
て
い
る
。
日
本
海
沿
岸
で
船
揚
場
を

マ
と
唱
え
る
地
方
は
越
前
の
み
で
あ
る
。
嶺
北
海
岸
線
で
最
南
端
の
大
谷
に
お

け
る
フ
ナ
ゴ
ヤ
、
最
北
端
の
波
松
に
お
け
る
フ
ナ
ツ
ケ
バ
・
フ
ナ
ア
ゲ
バ
を
除

け
ば
全
て
マ
と
呼
ぶ（
３
）。

　
玉
川
区
有
文
書
、宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
九
月
「
漁
売
立
定
帳
」
に
よ
れ
ば
、

宝暦6年（1756）9月「漁売立　定帳」より
○印は宝暦13年の「漁船定覚帳」に出てくる舟頭

間持（持ち主） 間数（艘）
○曽祢右衛門 1
○甚左衛門 1
○長兵衛 2
○惣十郎 2
○助左衛門 1
○喜左衛門 2
　惣右衛門 1
○久右衛門 2
○六左衛門 2
　彦右衛門 1
　彦左衛門 1
○助右衛門 2
　九右衛門 1
○次郎左衛門 1
○久左衛門 1
○長右衛門 1
　合計 16 人 22

写真２　現代の越前町玉川の澗
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

間
の
数
は
三
十
間ま

あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
横
（
海
に
面
し
）
三
十
七
間け

ん

半
、
沖

十
五
間け

ん

と
あ
る
。
平
均
一
艘
間
の
長
さ
が
十
五
間
、
幅
が
一
間
一
尺
余
の
こ
と

と
な
る
。
三
十
間
の
内
二
十
二
間
は
十
六
人
の
間ま

主ぬ
し

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
残

り
の
八
間
は
小
舟
間
と
な
っ
て
い
る
。
小
舟
間
は
、
廻
船
（
商
い
船
）
や
水か

主こ

を
要
す
る
数
人
乗
り
の
漁
船
以
外
の
板
舟
や
一
人
乗
り
の
舟
を
収
容
す
る
間
で

あ
る
。小
舟
間
に
つ
い
て
は
間
持
主
名
の
記
載
は
無
い
が
各
々
持
分
が
有
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
は
澗
は
間
、
澗
主
は
間ま

持も
ち

と
記
載
さ
れ
て
い
て
、
近
隣
の
上

下
海
浦
・
宿
・
新
保
の
元
四
ヶ
浦
地
区
と
は
表
現
が
違
っ
て
い
る
。

　
　
　
二
　
澗
の
修
復
に
つ
い
て

　
玉
川
浦
の
澗
は
、
若
狭
・
敦
賀
の
入
江
や
湾
内
と
違
い
、
越
前
岬
の
外
海
に

面
し
て
い
る
た
め
、
多
小
の
時
化
で
は
損
壊
し
な
い
よ
う
大
石
で
組
み
固
め
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
高
波
に
よ
る
澗
の
大
破
・
破
損
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。
大

き
な
被
害
と
な
る
と
復
旧
に
は
浦
の
資
力
で
は
手
に
負
え
ず
、
本
保
役
所
へ
助

成
の
御
普
請
願
が
出
さ
れ
た
。
高
波
に
よ
る
澗
の
破
損
は
道
や
家
囲
波
除
堤
の

傷
み
を
伴
っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
の
御

普
請
を
挙
げ
る
と
、
波
除
堤
と
澗

の
修
繕
が
記
載
さ
れ
、
澗
に
つ
い

て
は
「
大
石
が
澗
口
に
打
ち
上
げ

ら
れ
漁
船
の
出
入
り
が
塞
が
れ
、

浦
方
第
一
の
挊
が
差
し
支
え
る

た
め
」
と
云
っ
て
い
る
。
修
復
に
要
す
る
人
足
は
波
除
堤
が
千
八
百
、
澗
が

千
九
百
人
で
あ
っ
た
（
史
料
一
）。

［
史
料
一
］「
丑
春
急
破
御
普
請
所
仕
様
帳
」（
玉
川
区
有
文
書
）

　（
表
紙
）

　
天
明
元

　
丑
春
急
破
御
普
請
所
仕
様
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
川
浦

　
　
高
四
拾
七
石
九
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
生
郡
玉
川
浦

　
字
見
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
九
尺

　
一
波
除
堤
延
長
弐
百
間
　
　
　
平
均
　
敷
弐
間
　
弐
ヶ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬（

ば
ふ
み
）踏壱

間

　
　
　
此
石
四
百
五
拾
坪

　
　
　
此
人
足
千
八
百
人
　
　
　
　
但
シ
石
　
取
壱
丁
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
坪
四
人

是
ハ
去
冬
当
春
度
々
大
風
大
波
ニ
而
、
家
居
打
崩
百
姓
自
力
ニ
難
叶
段
、

急（
き
ゅ
う
は
）
波
御
普
請
願
出
候
ニ
付
、
役
人
指
出
吟
味
為
仕
候
処
、
相
違
無
御
座

ニ
付
御
普
請
被
　
仰
付
候
積
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
七
尺

　
一
猟
船
出
入
間
口
打
上
石
七
ッ
　
平
均
　
巾
五
尺

宝暦８年（1758）
安永９年（1780）
天明元年（1781）
寛政４年（1792）
文化５年（1808）
文政５年（1822）
文政12年（1829）
嘉永５年（1852）

玉川浦における
高波による御普請記録
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）
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役
人
指
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座

ニ
付
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仰
付
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研
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十
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一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
四
尺

　
　
　
此
割
崩
石
工
百
人

是
は
前
同
断
大
破
ニ
而
、
大
石
入
間
口
打
上
漁
船
出
入
指
塞
り
、
浦
方
第

一
之
挊
筋
指
支
百
姓
自
力
ニ
段
是
又
相
願
候
ニ
付
、
吟
味
為
仕
候
処
相
違

無
御
座
候
間
、
割
崩
石
工
賃
永
被
下
置
候
積
り

　
人
足
百
人
　
是
ハ
石
工
百
人
手
伝
人
足
壱
人
ニ
壱
人
ッ
ヽ

　
　
　
右
寄

　
石
工
百
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
シ
一
日
壱
人
飯
料
共

　
　
此
賃
永
五
貫
八
百
三
拾
文
　
　
　
　
永
五
拾
八
文
三
分

　
人
足
千
九
百
人

　
　
　
内

　
　
弐
拾
三
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髙
百
石
ニ
五
十
人
村
役

　
　
弐
拾
三
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
御
扶
持
米
人
足

　
　
此
米
壱
斗
七
升
九
合
弐
勺
　
　
　
壱
人
ニ
米
七
合
五
勺

　
千
八
百
五
拾
弐
人
弐
分
　
　
　
　
　
賃
米
人
足�

　
　
此
米
三
拾
壱
石
四
斗
八
升
七
合
四
勺
但
し
壱
人
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
壱
升
七
合

　
小
以
　
米
三
拾
壱
石
六
斗
六
升
六
合
六
勺

　
　
　
　
金
五
両
三
歩
永
八
拾
文

　
　
　
　
　
外
ニ
人
足
三
人
九
分
　
　
村
役

　
　
　
　
　
内
米
拾
石
　
　
　
　
　
　
御
手
当
被
下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
金
な
し

　
　
右
之
通
御
手
当
米
金
被
下
置
御
普
請
為
相
仕
立
申
者
也

　
　
　
　
天
明
　
元
丑
年
中
御
普
請
　
御
普
請
御
預
所

　
　
　
　
天
明
五
年
巳
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
所
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
注
）
馬
踏
…
堤
の
上
辺
を
云
う
、
底
辺
は
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

小
以
…
小
計

　
加
勢
人
足
で
は
不
足
の
場
合
、
近
辺
村
々
か
ら
出で

す
た
り捨
人
足
を
遣
わ
し
た
。
こ

れ
は
賃
金
の
な
い
奉
仕
人
足
の
こ
と
で
あ
る
。

　
御
普
請
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
「
自
普
請
」
と
い
わ
れ
、
村
の
全
額
負
担

で
自
力
修
繕
を
し
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
村
入
用
帳
」
に
よ
る
と

船
引
場
の
自
普
請
に
人
足
代
と
し
て
八
百
五
十
文
支
払
い
の
記
録
が
あ
る（

４
）。

　
手
間
代
が
出
せ
な
い
と
き
は
、
各
戸
か
ら
の
出
捨
人
足
で
修
繕
を
し
た
。
澗

持
が
負
担
し
た
記
録
は
な
い
。

　
　
　
三
　
澗
に
つ
い
て
の
申
合
せ

　
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
澗
持
と
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
舟
頭
を
重

ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
澗
持
十
六
人
中
舟
頭
十
三
人
が
重
な
る
。
全
て
の
舟
頭

は
澗
持
で
も
有
っ
た
事
が
判
る
。玉
川
で
は
舟
頭
と
は
船
主
の
こ
と
で
も
あ
る
。

　
澗
持
兼
舟
頭
中
（
仲
）
間
の
申
合
せ
の
内
容
は
、
船
引
（
上
げ
）
澗
を
利
用

し
て
い
る
船
が
用
を
為
さ
な
く
な
っ
た
時
、
即
ち
漁
業
を
辞
め
た
場
合
、
澗
持

舟
頭
仲
間
以
外
へ
澗
を
貸
す
場
合
や
、
売
買
・
質
物
に
な
っ
た
時
な
ど
、
ど
の

様
な
場
合
で
も
仲
間
へ
事
前
に
届
け
出
、
相
談
を
し
て
事
を
進
め
る
こ
と
と

言
っ
て
い
る
。
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

　
澗
の
支
配
は
澗
持
仲
間
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。澗
の
支
配
と
所
有
は
同
義
で
、

澗
持
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
申
合
せ
の
中
で
か
な
り
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
自
分
の
意
思
で
自
由
に
処
分
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
は
、
上
海
・

下
海
・
宿
・
新
保
と
違
っ
て
い
た
。
澗
は
元
々
が
村
の
共
有
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。何
時
の
頃
か
ら
か
限
ら
れ
た
個
人
の
支
配
が
認
め
ら
れ
、個
人
所
有
と
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
元
々
が
村
の
共
有
つ
ま
り
入
会
で
あ
っ
た
為
、
入
会
地
内

で
の
権
利
所
有
と
考
え
ら
れ
る
。
澗
持
仲
間
が
出
来
、
特
権
を
守
る
制
度
が
出

来
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
の
「
間
持
仲
間
相
定
申
一
札
之
事
」
の
な
か
に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
間
合
十
四
艘
間
也

　
　
　
但
し
貸
賃
一
艘
間
に
付

　
　
　
　
　
　
冬
間
　
　
　
銀
廿
匁
宛

　
　
　
　
　
　
三
月
間
　
　
同
五
匁
宛

　
　
　
　
　
　
夜
釣
間
　
　
同
五
匁
宛

　
　
　
　
　
　
漬
け
間
　
　
同
十
五
匁
宛

　
冬
間
二
十
匁
は
、隣
接
の
四
ケ
浦
で
は
一
艘
澗
年
間
十
五
匁
か
ら
十
七
匁（
文

化
・
文
政
時
代
）
が
相
場
で
あ
っ
た
事
と
比
べ
る
と
高
額
で
あ
る
。
冬
稼
ぎ
猟

（
漁
）
は
、
鰤
・
鰈
・
鱈
な
ど
の
延
縄
漁
で
収
入
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

玉
川
浦
に
は
手
繰
網
漁
は
な
く
、（
底
）
延
縄
漁
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
漬
け
間

と
は
初
夏
か
ら
十
一
月
頃
ま
で
の
期
間
、
鱪し

い
ら

漬
け
漁
や
鰍い
な
だ

漬
け
漁
を
す
る
船
に

貸
す
澗
で
あ
る
。
春
夏
稼
は
魬は

ま
ち

漁
で
あ
っ
た
。

　
他
人
に
澗
を
貸
す
時
は
明
き
澗
の
時
で
上
記
の
澗
賃
で
あ
る
。
他
人
の
船
を

自
分
持
ち
に
し
た
時
な
ど
、
紛
ら
わ
し
い
件
に
つ
い
て
は
仲
間
立
会
人
を
立
て

上
記
割
合
に
利
足
共
に
返
戻
す
る
と
定
め
て
い
る
。

一�

貸
間
の
貸
賃
か
ら
村
の
小
物
成
の
内
、
塩
浜
役
銀
を
支
払
い
不
足
の
分

は
間
持
中
間
惣
割
り
で
支
払
う
。
明あ

き
ま間

が
生
じ
た
と
き
は
可
能
な
限
り

貸
間
し
、
貸
し
賃
は
多
少
に
関
わ
ら
ず
中
間
へ
出
銀
す
る
こ
と
。

一�

間
を
売
却
す
る
と
き
は
「
中
間
定
」
を
承
知
し
な
い
者
に
は
売
払
し
な

い
。

　
村
に
か
か
る
税
に
は
村
高
に
課
税
さ
れ
る
本
途
物
成
と
小
物
成
が
あ
る
が
、

小
物
成
と
は
雑
税
で
、
玉
川
浦
に
は
山
手
・
船
役
・
海
役
の
外
に
塩
浜
役
銀
永

五
十
文
が
あ
っ
た（

５
）。

　
こ
の
事
は
小
物
成
役
銀
の
負
担
な
ら
び
に
こ
の
定
を
受
け
入
れ
て
始
め
て
、

澗
持
の
仲
間
入
り
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
塩
浜
を
含
む
浜
・
海

岸
は
村
支
配
で
澗
も
村
の
権
利
・
村
共
有
の
性
格
が
で
て
い
る
。

　
こ
の
定
の
最
後
に
「
小
物
成
銀
の
儀
は
冬
間
か
ら
支
払
い
す
る
旨
間
違
い
な

い
」
と
村
役
人
三
役
の
認
印
を
請
け
て
い
る
。

　
　
立
合
村
役
人
　
　
　
　
庄
屋
　
　
次
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
百
姓
　
曽
祢
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
代
　
　
久
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
四
　
小
物
成
に
つ
い
て

　
玉
川
浦
の
小
物
成
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
山
手
　
　
永
二
百
三
十
八
文
三
分
三
厘
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若
越
郷
土
研
究
　
五
十
九
巻
一
号

　
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
の
記
録
以
来
増
減
な
し
。
こ
れ
は
、
百
姓
持
ち
山

や
村
の
入
会
山
か
ら
の
木
・
柴
・
株
刈
な
ど
の
生
産
物
の
利
用
に
課
し
た
税
で

あ
る
。

　
　
一
船
役
　
　
永
一
貫
百
六
十
六
文
七
厘

　
以
前
漁
船
・
商
船
合
わ
せ
て
三
、四
十
艘
所
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
減
少

し
て
も
役
銀
は
増
減
な
し
に
付
、
高
割
に
し
て
上
納
。
漁
船
の
規
模･

数
、
商

船
の
石
数
規
模
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
。
上
海
浦
で
は
船
持
へ
漁
船
二
匁
・
小

回
り
船
十
五
匁
、
新
保
は
夏
舟
二
匁
・
冬
舟
四
匁
・
大
船
十
二
匁
（
文
化
年
間
）

な
ど
上
納
の
仕
方
は
浦
ご
と
に
違
っ
た
。「
高
割
に
上
納
」
と
は
高
持
の
按
分

負
担
の
意
で
あ
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
で
は
高
持
は
十
七
軒
で
あ
っ
た
。

　
　
一
海
役
　
　
永
三
貫
九
千
六
百
六
十
文
六
分
七
厘
　

　
福
井
藩
時
代
の
免
状
に
二
十
四
町
十
間け

ん

の
記
録
あ
り
。
海
岸
の
長
さ
で
決
め

た
も
の
で
あ
る
。
左
右
浦
も
同
様
海
岸
の
長
さ
で
あ
っ
た
。
鮑
・
サ
ザ
エ
等
獲

り
の
磯
見
漁
業
や
礒
近
く
の
海
藻
に
対
す
る
課
税
。「
足
役
割
合
で
上
納
」
と

あ
る
。
足
役
と
は
高
持
・
水
呑
（
雑
家
）
に
限
ら
ず
一
人
前
の
男
子
の
頭
割
で

割
り
当
て
取
り
立
て
す
る
こ
と
で
、
玉
川
浦
で
は
毎
年
の
十
五
歳
以
上
六
十
歳

ま
で
の
男
人
数
で
割
っ
た
。

　
　
一
塩
浜
役
　
永
五
十
文

　
澗
持
舟
頭
仲
間
が
塩
浜
役
銀
を
負
担
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
「
是

は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
福
井
領
所
に
な
っ
た
時
、
助
左
衛
門
が
塩
浜
を
願
い

出
て
永
五
十
文
ヅ
ツ
定
納
仰
せ
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
が
、
後
年
に
な
っ
て

稼
人
が
居
な
く
な
っ
て
も
税
だ
け
は
残
っ
て
村
で
上
納
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
「
明
細
帳
」
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
小
物
成
が
何

時
か
ら
定
額
に
な
っ
た
の
か
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
大
水
の
際
に

帳
簿
類
が
流
出
し
て
不
明
だ
と
い
う
。

　
　
　
五
　
澗
と
澗
持
の
変
遷

　
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
十
六
人
い
た
澗
持
は
、
四
十
三
年
後
の
寛
政

十
一
年
（
一
七
九
九
）
次
の
十
人
に
な
っ
て
い
る
。
傍
線
の
五
人
は
、
宝
暦
六

年
（
一
七
五
六
）
か
ら
の
澗
持
で
あ
る
。
変
動
が
激
し
い
こ
と
は
海
で
の
生
活

の
浮
き
沈
み
が
激
し
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。

　�

助
右
衛
門
、
次
左
衛
門
、
六
右
衛
門
、
久
右
衛
門
、
彦
十
郎
、
曽
祢
右
衛
門
、

彦
左
衛
門
、
長
右
衛
門
、
多
三
郎
、
太
郎
三
郎

　
ま
た
、
こ
の
間
に
間
数
も
二
十
二
艘
澗
か
ら
十
四
艘
澗
に
減
っ
て
い
る
。
洪

水
・
大
波
に
よ
る
澗
の
損
壊
ま
た
打
ち
続
く
不
漁
が
、
漁
船
や
商
い
船
の
減
少

の
原
因
と
な
っ
た
か
ど
う
か
定
か
で
無
い
。
天
明
三
年
（
一
七
六
六
）
卯
七
月

二
十
六
日
の
八
十
三
軒
焼
失
し
た
大
火
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

［
史
料
二
］「
質
物
ニ
書
入
間
証
文
之
事
」（
玉
川
・
高
島
長
兵
衛
家
文
書（
６
））

　
　
　
　
質
物
ニ
書
入
間
証
文
之
事

　
　
一
舟
上
澗
壱
艘
　
　
但
し
上か

み

所
下し

も

間
之
内

　
　
　
此
代
金
拾
三
両
也
　
　
　
　
南
ハ
長
兵
衛
間
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
ハ
助
右
衛
門
間
切

右
は
当
酉
御
年
貢
方
之
払
方
不
罷
成
候
ニ
付
、
右
質
物
書
入
代
金
慥
ニ
請

取
、
御
公
儀
様
え
御
年
貢
上
納
并
ニ
方
々
払
方
指
支
申
所
埒
明
候
所
実
正

ニ
御
座
候
、
然
上
ハ
来
寅
ノ
歳
よ
り
亥
年
迄
拾
ヶ
年
之
間
月
壱
歩
半
之
加
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

利
足
元
利
共
ニ
急き
っ
と度

返
済
可
申
候
、
若
其
節
少
ニ
而
も
遅
々
仕
候
ハ
ヽ
右

之
質
物
貴
殿
方
ニ
御
支
配
可
被
成
候
、
村
役
銀
等
ハ
村
森（

盛
）之

通
り
可
被
成

候
、
其
時
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
為
後
日
一
札
之
加
判
仕
所
仍
而
件
如

　
　
　
明（

一
七
六
九
）

和
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
川
浦
本
人�

六
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
丑
十
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
代
　�

助
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
百
姓�

助
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋
　�

長
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
惣
祢
右
衛
門
殿

　
澗
持
仲
間
の
申
合
せ
内
容
に
、
仲
間
入
り
に
つ
い
て
は
規
制
が
あ
る
こ
と
は

既
に
述
べ
た
が
、
玉
川
浦
に
お
い
て
は
澗
主
の
所
有
は
多
く
て
二
澗
で
あ
る
。

他
浦
で
は
時
代
の
変
遷
と
共
に
大
澗
主
が
出
て
澗
の
寡
占
化
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
こ
玉
川
で
は
無
い
。
澗
持
仲
間
の
定
が
多
数
の
澗
所
持
を
許
さ
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
漁
業
へ
の
仕
込
が
地
理
的
制
約
か
ら
容
易
に
収
益

に
繋
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
澗
持
仲
間
の
面
々
は
昔
か
ら
の
高
持
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
新
た
に
資
力
を

得
て
船
頭
に
な
っ
た
者
が
、
澗
持
を
希
望
し
て
も
、
澗
持
の
仲
間
入
り
は
「
定
」

嘉永 4年（1851）
「借用銀引当証文扣帳」
（玉川区有文書）
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若
越
郷
土
研
究
　
五
十
九
巻
一
号

か
ら
判
断
す
れ
ば
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
無
高
の
漁
師

に
と
っ
て
は
特
に
厳
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
六
　
舟
頭
と
漁
師
と
の
関
係

　
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
九
月
、
玉
川
浦
漁
船
十
四
艘
は
打
ち
続
く
不
漁
と

隠
し
猟
を
す
る
漁
師
が
殊
の
外
多
く
な
り
、
舟
頭
達
は
年
貢
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
漁
師
中
に
働
き
か
け
舟
頭
が
成
り
立
つ
ま
で
は
、
次

の
よ
う
な
申
し
合
わ
せ
を
す
る
事
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
船
の
漁
師
中
に
は

艫
取
が
頭
分
で
あ
っ
た
。

［
史
料
三
］「
漁
売
立
定
帳
　
相
定
申
一
札
之
事
　
玉
川
浦
舟
頭
中
」（
玉
川
区

有
文
書
）

　
　
一
買
上
銀
ニ
壱
割
弐
分
口
銭

　
漁
魚
の
買
上
げ
額
か
ら
十
二
％
の
口
銭
を
舟
頭
が
徴
し
、
口
銭
は
船
及
び
そ

の
他
の
仕
込
み
の
費
用
で
あ
る
。
あ
と
の
八
十
八
％
を
舟
頭
と
漁
師
で
割
り

振
っ
た
が
、
そ
の
配
分
は
不
明
で
あ
る
。
因
み
に
隣
接
の
左
右
浦
の
口
銭
は
宝

永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
取
極
め
が
二
割
で
、
越
前
で
は
最
高
で
あ
っ
た
。「
釣

揚
げ
候
魚
、
其
の
時
々
の
浜
売
り
成
さ
れ
候
へ
ば
、
二
割
の
口
銭
御
引
成
さ
れ

相
残
る
銀
も
乗
合
ふ
者
共
配
当
致
す
べ
き
候
御
事
」
と
あ
る
（『
越
前
町
史
』）。

　
　
一
役
銀
船
頭
引
替

　
こ
の
時
代
、
各
浦
々
で
は
役
銭
は
漁
師
そ
れ
ぞ
れ
が
銘
々
負
担
し
て
い
た
も

の
を
船
頭
負
担
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
一
針
金
右
同
断

安政 2年（1855）
銀 650 匁七左衛門引当船引間

壱ヶ所庄屋充

安政 4年（1857）
船引間壱ヶ所銀壱貫匁本人七左衛門から新左衛門方へ

左右浦 安政 2年（1855） ７澗 Ａ家３、Ｂ家２、Ｃ家２艘澗所有

新保浦 宝暦 2年（1752） 18 澗 Ｄ家 12、Ｅ家３、Ｆ家２、Ｇ家１艘澗所有。
但し、左の内 10 艘澗貸澗賃 115 匁

（『越前町史 続巻』から）
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

　
こ
の
時
代
、
船
頭
方
で
針
金
を
仕
入
れ
、
女
共
に
釣
針
を
造
ら
せ
て
い
た
。

一
日
に
一
人
が
造
る
数
は
鰤
針
で
八
十
本
、
鰈
針
で
四
百
本
、
鱈
針
六
百
本
、

魬
針
百
二
十
本
と
い
う
。
釣
針
も
船
頭
負
担
の
意
で
あ
る
。

　
　
一
つ
の
し
屋
免
右
同
断

　「
つ
の
じ
」
と
は
鱶ふ
か

の
別
名
で
ワ
ン
と
も
云
う
。
明
治
時
代
ま
で
若
狭
湾
で

よ
く
獲
れ
て
い
た
。
屋
免
は
ヤ
メ
（
北
国
・
日
本
海
側
）
で
釣
り
糸
の
こ
と
を

云
う
。
四
ケ
浦
で
は
グ
ー
と
も
云
っ
て
い
る
が
何
時
の
時
代
に
入
っ
て
き
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
佐
渡
・
荘
内
・
能
登
方
面
で
は
グ
ー
と
い
う
。

　
　
一
帆
莚
右
同
断

　
当
時
越
前
の
浦
々
で
は
帆
は
む
し
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
一
つ
な
は
り
右
同
断

　
つ
な
は
綱
で
あ
る
。

　
　
一�

出
立
米
右
同
断
　
但
し
秋
漁
に
か
か
り
候
節
米
壱
表
を
八
ツ
割
に
仕
筈

事

　
米
一
俵
の
八
割
を
船
頭
が
負
担
す
る
こ
と
か
。

　
口
銭
引
き
上
げ
を
条
件
に
役
銀
・
針
金
・
屋
免
・
帆
莚
・
つ
な
は
り
・
出
立

米
の
八
割
は
船
頭
負
担
に
し
た
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
極
め
に
よ
る
と

左
右
浦
は
役
銀
・
縄
・
や
め
、
新
保
浦
は
漁
道
具
に
つ
い
て
は
子
方
負
担
に
し

た
。
更
に
十
項
目
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と

　
　
一�

夷え
び
す

名
付
け
諸
魚
壱
本
に
て
も
も
ら
い
申
す
事
無
用
に
相
定
め
、
若
し

船
頭
仲
間
に
此
の
義
不
用
事
有
之
候
は
ゝ
仲
間
よ
り
急
度
吟
味
を
た
ゝ

し
可
申
事

　
夷
を
名
目
に
し
た
魚
は
今
後
貰
わ
な
い
。
も
し
こ
の
定
め
を
守
ら
な
い
船
頭

が
い
れ
ば
吟
味
を
す
る
意
で
あ
る
が
、
元
々
恵
比
須
の
魚
は
初
穂
と
し
て
恵
比

須
に
供
え
る
初
漁
の
魚
で
あ
る
。
船
頭
即
ち
親
方
に
初
漁
の
時
、祝
い
と
し
て
、

蛭
子
神
に
供
え
と
し
て
差
出
す
魚
の
こ
と
を
い
う
。
左
右
浦
で
は
規
定
の
中
に

例
え
ば
「
鱈
漁
は
十
本
に
付
一
本
の
蛭
子
魚
、
つ
の
じ
魚
漁
は
凪
の
節
同
断
一

本
差
出
し
」
な
ど
金か

な

頭が
し
ら

・
鰈
・
魬は
ま
ち

・
い
か
・
鮑
等
主
な
漁
獲
物
は
定
め
ら
れ
て

い
た
。

　
　
一�

さ
ん
用
の
節
は
明
き
銀
有
之
候
間あ
い
だ

永
々
に
罷
成
候
は
ゝ
、
若
し
其
の

人
外
の
船
頭
へ
乗
替
り
候
は
ゝ
其
時
は
明
き
銀
相
済
ま
せ
申
候
、
自
然

其
人
相
済
せ
申
さ
ず
候
は
ゝ
、
当
分
の
乗
り
申
す
船
頭
よ
り
急
度
さ
ん

用
済
せ
乗
せ
申
筈
の
事

　
漁
師
が
船
頭
（
船
主
）
に
雇
わ
れ
る
場
合
、
普
通
賃
金
前
借
に
よ
っ
て
雇
わ

れ
乗
船
し
た
。
漁
期
が
終
わ
り
算
用
の
時
の
借
り
銀
の
残
が
埋
ま
ら
ず
、
他
の

船
頭
に
雇
わ
れ
る
時
は
完
済
す
る
事
、
若
し
済
ま
せ
な
か
っ
た
時
は
新
た
に
雇

用
す
る
船
頭
が
残
金
を
済
ま
せ
る
事
。

　
　
一�

自
今
以
後
船
頭
に
か
く
し
取
り
申
事
、
急
度
船
頭
中
吟
味
仕
り
相
止
め

可
申
事
、
若
し
此
義
不
用
者
有
之
候
て
、
万
一
相
知
れ
申
候
は
ゝ
其
人

は
不
及
申
買
人
足
も
吟
味
仕
り
売
買
の
銀
弐
割
の
口
銭
相
掛
り
、
船
中

の
水み

ず
あ
げ上
帳
に
付
け
留
め
さ
ん
用
に
出
し
可
申
候
事

　
漁
獲
し
た
魚
の
隠
し
取
り
は
止
め
る
こ
と
、
若
し
知
れ
た
時
に
は
売
買
し
た

双
方
は
吟
味
を
受
け
売
買
額
の
二
割
口
銭
徴
収
す
る
。
隠
し
売
り
な
ど
各
浦
々

で
絶
え
な
か
っ
た
。
新
保
浦
で
は
漁
師
の
販
売
を
村
法
と
し
て
認
め
て
い
な

か
っ
た
。
沖
で
の
隠
し
分
け
取
り
、
他
浦
へ
沖
で
の
直
売
り
は
ど
こ
の
浦
で
も

禁
止
で
あ
っ
た
。
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に
一
人
が
造
る
数
は
鰤
針
で
八
十
本
、
鰈
針
で
四
百
本
、
鱈
針
六
百
本
、

魬
針
百
二
十
本
と
い
う
。
釣
針
も
船
頭
負
担
の
意
で
あ
る
。

　
　
一
つ
の
し
屋
免
右
同
断

　「
つ
の
じ
」
と
は
鱶ふ
か

の
別
名
で
ワ
ン
と
も
云
う
。
明
治
時
代
ま
で
若
狭
湾
で

よ
く
獲
れ
て
い
た
。
屋
免
は
ヤ
メ
（
北
国
・
日
本
海
側
）
で
釣
り
糸
の
こ
と
を

云
う
。
四
ケ
浦
で
は
グ
ー
と
も
云
っ
て
い
る
が
何
時
の
時
代
に
入
っ
て
き
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
佐
渡
・
荘
内
・
能
登
方
面
で
は
グ
ー
と
い
う
。

　
　
一
帆
莚
右
同
断

　
当
時
越
前
の
浦
々
で
は
帆
は
む
し
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
一
つ
な
は
り
右
同
断

　
つ
な
は
綱
で
あ
る
。

　
　
一�

出
立
米
右
同
断
　
但
し
秋
漁
に
か
か
り
候
節
米
壱
表
を
八
ツ
割
に
仕
筈

事

　
米
一
俵
の
八
割
を
船
頭
が
負
担
す
る
こ
と
か
。

　
口
銭
引
き
上
げ
を
条
件
に
役
銀
・
針
金
・
屋
免
・
帆
莚
・
つ
な
は
り
・
出
立

米
の
八
割
は
船
頭
負
担
に
し
た
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
極
め
に
よ
る
と

左
右
浦
は
役
銀
・
縄
・
や
め
、
新
保
浦
は
漁
道
具
に
つ
い
て
は
子
方
負
担
に
し

た
。
更
に
十
項
目
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と

　
　
一�

夷え
び
す

名
付
け
諸
魚
壱
本
に
て
も
も
ら
い
申
す
事
無
用
に
相
定
め
、
若
し

船
頭
仲
間
に
此
の
義
不
用
事
有
之
候
は
ゝ
仲
間
よ
り
急
度
吟
味
を
た
ゝ

し
可
申
事

　
夷
を
名
目
に
し
た
魚
は
今
後
貰
わ
な
い
。
も
し
こ
の
定
め
を
守
ら
な
い
船
頭

が
い
れ
ば
吟
味
を
す
る
意
で
あ
る
が
、
元
々
恵
比
須
の
魚
は
初
穂
と
し
て
恵
比

須
に
供
え
る
初
漁
の
魚
で
あ
る
。
船
頭
即
ち
親
方
に
初
漁
の
時
、祝
い
と
し
て
、

蛭
子
神
に
供
え
と
し
て
差
出
す
魚
の
こ
と
を
い
う
。
左
右
浦
で
は
規
定
の
中
に

例
え
ば
「
鱈
漁
は
十
本
に
付
一
本
の
蛭
子
魚
、
つ
の
じ
魚
漁
は
凪
の
節
同
断
一

本
差
出
し
」
な
ど
金か

な

頭が
し
ら

・
鰈
・
魬は
ま
ち

・
い
か
・
鮑
等
主
な
漁
獲
物
は
定
め
ら
れ
て

い
た
。

　
　
一�

さ
ん
用
の
節
は
明
き
銀
有
之
候
間あ
い
だ

永
々
に
罷
成
候
は
ゝ
、
若
し
其
の

人
外
の
船
頭
へ
乗
替
り
候
は
ゝ
其
時
は
明
き
銀
相
済
ま
せ
申
候
、
自
然

其
人
相
済
せ
申
さ
ず
候
は
ゝ
、
当
分
の
乗
り
申
す
船
頭
よ
り
急
度
さ
ん

用
済
せ
乗
せ
申
筈
の
事

　
漁
師
が
船
頭
（
船
主
）
に
雇
わ
れ
る
場
合
、
普
通
賃
金
前
借
に
よ
っ
て
雇
わ

れ
乗
船
し
た
。
漁
期
が
終
わ
り
算
用
の
時
の
借
り
銀
の
残
が
埋
ま
ら
ず
、
他
の

船
頭
に
雇
わ
れ
る
時
は
完
済
す
る
事
、
若
し
済
ま
せ
な
か
っ
た
時
は
新
た
に
雇

用
す
る
船
頭
が
残
金
を
済
ま
せ
る
事
。

　
　
一�

自
今
以
後
船
頭
に
か
く
し
取
り
申
事
、
急
度
船
頭
中
吟
味
仕
り
相
止
め

可
申
事
、
若
し
此
義
不
用
者
有
之
候
て
、
万
一
相
知
れ
申
候
は
ゝ
其
人

は
不
及
申
買
人
足
も
吟
味
仕
り
売
買
の
銀
弐
割
の
口
銭
相
掛
り
、
船
中

の
水み

ず
あ
げ上

帳
に
付
け
留
め
さ
ん
用
に
出
し
可
申
候
事

　
漁
獲
し
た
魚
の
隠
し
取
り
は
止
め
る
こ
と
、
若
し
知
れ
た
時
に
は
売
買
し
た

双
方
は
吟
味
を
受
け
売
買
額
の
二
割
口
銭
徴
収
す
る
。
隠
し
売
り
な
ど
各
浦
々

で
絶
え
な
か
っ
た
。
新
保
浦
で
は
漁
師
の
販
売
を
村
法
と
し
て
認
め
て
い
な

か
っ
た
。
沖
で
の
隠
し
分
け
取
り
、
他
浦
へ
沖
で
の
直
売
り
は
ど
こ
の
浦
で
も

禁
止
で
あ
っ
た
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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若
越
郷
土
研
究
　
五
十
九
巻
一
号

　
　
一�

他
国
他
村
よ
り
商
人
、
入
込
み
候
て
売
買
有
之
候
は
ゝ
、
其
時
は
所
に

宿
た
の
ま
せ
売
買
可
仕
事

　
そ
し
て
、
玉
川
浦
で
有
益
で
あ
れ
ば
他
国
他
村
か
ら
の
漁
商
人
の
宿
の
便
宜

を
図
る
べ
し
と
云
っ
て
い
る
。
他
国
と
は
敦
賀
湊
な
ど
の
浮う

き

買が
い

業
者
と
思
わ
れ

る
。
　
近
村
か
ら
は
上
下
海
浦
・
宿
浦
な
ど
の
魚
商
人
で
あ
る
。
四
ヶ
浦
地
区

で
は
漁
魚
を
当
浦
商
人
の
手
に
入
る
よ
う
に
取
計
ら
い
、
他
浦
へ
売
払
う
こ
と

は
村
法
と
し
て
禁
じ
て
い
た
（
上
・
下
海
浦
他
）。
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
新

保
浦
は
敦
賀
湊
浮
買
業
者
と
の
売
買
は
禁
止
の
取
り
極
め
を
し
た
（
７
）。

　
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
宿
浦･
両
海
浦
商
人
の
締
規
定
に
「
先
年
よ
り

商
人
仲
間
よ
り
海
上
へ
出
買
、
並
び
に
内
証
買
の
義
は
停
止
に
御
座
候
所
近
年

猥
り
に
相
成
り
」「
先
方
商
人
当
所
へ
立
入
候
儀
は
決
し
て
相
成
ら
ず
」と
あ
る
。

　
　
一
合
三
拾
間ま

右
は
此
人
共
、
自
然
船
相
止
め
可
申
候
て
も
此
外
え
貸
し
申
し
・
売
買
・

質
物
に
出
入
申
候
節
は
、右
舟
道
中
如
何
様
共
相
談
の
上
に
て
可
仕
事
、

為
後
日
一
札
之
表
加
判
仕
所
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宝
暦
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丙
子
九
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曽
祢
右
衛
門
（
印
）

甚
左
衛
門
（
印
）

長
兵
衛
（
印
）

惣
十
郎
（
印
）

助
左
衛
門
（
印
）

喜
左
衛
門
（
印
）

惣
右
衛
門
（
印
）

喜
左
衛
門
（
印
）

久
右
衛
門
（
印
）

六
左
衛
門
（
印
）

彦
右
衛
門
（
印
）

彦
左
衛
門
（
印
）

長
兵
衛
（
印
）

六
左
衛
門
（
印
）

助
右
衛
門
（
印
）

久
右
衛
門
（
印
）

九
右
衛
門
（
印
）

次
郎
左
衛
門
（
印
）

久
左
衛
門
（
印
）

長
右
衛
門
（
印
）

惣
十
郎
（
印
）

助
右
衛
門
（
印
）

　
　
〆
弐
拾
弐
間

　
　
　
外
ニ
　
八
艘
間

　
　
　
　
　
　
　
小
舟
間

　
　
　
但
シ
名
々
持
分

惣
代
　
曽
祢
右
衛
門
（
印
）

長
百
姓
　
助
左
衛
門
（
印
）

庄
屋
　
　
喜
左
衛
門
（
印
）
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

　
こ
の
定
の
連
名
は
、二
十
二
艘
間
の
上か
み

即
ち
南
の
方
（
玉
川
川
）
を
起
点
に
、

下し
も

（
北
）
に
向
か
っ
て
所
有
澗
の
順
に
連
記
し
て
い
る
。
前
掲
「
質
物
書
入
間

証
文
」
の
長
兵
衛
は
南
か
ら
三
番
目
お
よ
び
十
三
番
目
が
所
有
澗
で
、
二
艘
澗

を
支
配
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。

　「
漁
売
立
定
帳
」
で
は
舟
頭
中
が
相
当
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
の
で
、
漁
師
中

へ
仕し

来き
た

り･

取
極
の
緩
和
を
求
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
漁
魚
の
隠
し
漁
・
隠
し

取
り
、
隠
し
売
が
公
然
化
し
て
き
た
た
め
、
危
機
感
を
持
っ
て
、
舟
頭
中
が
口

銭
の
引
上
ゲ
・
隠
し
漁
・
隠
し
取
の
厳
禁
の
再
確
認
と
引
替
に
譲
歩
し
た
取
極

に
な
っ
た
。

　
玉
川
浦
は
、
生
肴
魚
の
販
売
に
つ
い
て
は
市
場
や
消
費
地
か
ら
遠
く
地
理
的

状
況
か
ら
不
利
で
あ
っ
た
た
め
、
船
頭
即
ち
船
主
・
澗
主
か
ら
は
有
力
漁
商
人

へ
の
成
長
が
余
り
見
ら
れ
ず
、
他
国
他
浦
商
人
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
塩
物･

干
し
物
な
ど
の
合
物
は
敦
賀
市
場
へ
運
ば
れ
た
が
、
生
肴
に
つ
い
て

は
近
隣
の
両
海
浦
・
宿
浦
の
仲
買
人
へ
の
販
売
と
な
っ
た
。
辺
地
の
た
め
陸
上

運
送
は
不
便
で
棒ぼ

て手
（
棒
振
り
）
販
売
は
無
く
、
福
井･

府
中
市
場
へ
の
遠
距

離
な
ど
、厳
し
い
条
件
の
も
と
必
然
的
に
魚
直
段
は
た
た
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
状
況
は
、八
十
一
軒
中
漁
業
従
事
者
が
四
十
二
軒
、

船
主
は
五
人
（
小
左
衛
門
、
長
右
衛
門
、
彦
十
郎
、
彦
左
衛
門
）
そ
の
水
主
が

十
八
人
、
渡
海
船
関
係
者
十
一
人
、
裂
織
三
人
（
後
家
）、
市
場
や
町
へ
の
魚

賃
持
五
人
、
農
業
五
人
う
ち
四
人
は
漁
業
と
兼
業
で
あ
っ
た（

８
）。
仲
買
人
も
育
た

ず
、
従
っ
て
漁
業
の
発
展
も
見
ら
れ
ず
、
渡
海
業
へ
の
従
事
が
多
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
（
９
）。

　
江
戸
時
代
後
半
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
、
高
島
家
・
本
家
な
ど
何
軒
も
が
渡

漁業組合名 澗数
澗主にして
委託販売を
業とする者

澗主で委託販売
をせず他に貸し
付けある者

澗を借入れし委
託販売を業とす
る者

梅浦 64 4 1 1
宿 38 3 3 1
新保 42 5 1 1
小樟 52 0 3 0
大樟 30 0 3 0
玉川 22 1 1 0
左右 18 3 0 0
計 265 16 9 3

昭和 8年（1933）3月農林省経済厚生部漁村調査（四ヶ浦村）

※備考：澗の販売価格（１艘向）
最高（１等澗）宿・新保 1500 円
普通（２等澗）　同 800 ～ 1000 円
下等（３等澗）梅浦・宿・小樟・大樟・左右 200 円前後
最低（４等澗）玉川 20 ～ 100 円
１艘向 20 坪を標準とするも17 ～ 18 坪のものもあり。
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昭和 8年（1933）3月農林省経済厚生部漁村調査（四ヶ浦村）

※備考：澗の販売価格（１艘向）
最高（１等澗）宿・新保 1500 円
普通（２等澗）　同 800 ～ 1000 円
下等（３等澗）梅浦・宿・小樟・大樟・左右 200 円前後
最低（４等澗）玉川 20 ～ 100 円
１艘向 20 坪を標準とするも17 ～ 18 坪のものもあり。
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若
越
郷
土
研
究
　
五
十
九
巻
一
号

海
船
の
船
頭
と
な
っ
て
財
と
廻
船
知
識
を
貯
え
、
北
前
廻
船
で
富
を
得
る
船
主

が
で
た
。

　
従
っ
て
四
ヶ
浦
地
区
の
よ
う
な
澗
主
有
力
仲
買
商
人
や
強
い
親
方
小
方
関
係

は
生
じ
な
か
っ
た
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
定
で
再
起
を
期
し
、
そ
の
後

の
玉
川
浦
の
船
頭
・
漁
師
、
親
方･

小
方
の
関
係
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
は
記
録

不
足
で
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
澗
・
漁
船
・
漁
道
具
を
所
持
す
る
船
頭
即
ち
親

方
と
漁
師
の
子
方
と
の
関
係
は
、
封
建
制
度
の
下
で
は
経
済
外
規
制
は
変
わ
ら

ず
、
漁
業
が
発
展
し
漁
師
中
か
ら
魚
の
加
工
や
販
売
を
通
し
、
経
済
力
を
つ
け

る
社
会
経
済
的
要
素
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
お 

わ 

り 

に

　
澗
持
仲
間
の
定
を
通
じ
、
澗
持
仲
間
の
強
い
つ
な
が
り
を
み
た
。
澗
の
賃
貸

借
は
勿
論
、
売
買
・
質
物
に
出
す
場
合
、
ま
た
仲
間
へ
の
加
入
な
ど
も
事
前
に

仲
間
の
了
解
を
要
す
る
。
更
に
質
物
・
売
買
の
場
合
、
庄
屋
・
長
百
姓
・
惣
代

の
記
名
押
印
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
所
謂
澗
主
制
度
を
見
る
の
で
あ
る
。
玉
川
浦
で
は
封
建
的
主
従
的
隷

属
関
係
は
薄
く
、
新
保
浦
・
左
右
浦
と
は
形
態
が
違
っ
て
い
る
。
米
ノ
浦
か
ら

左
右
ま
で
の
有
力
魚
商
人
・
仲
買
人
は
親
方
で
も
有
っ
て
、
仕
込
を
し
た
取
り

舟
か
ら
の
漁
魚
買
取
手
数
料
は
澗
の
使
用
料
・
運
送
料
・
市
場
の
手
数
料
な
ど

を
含
め
口
銭
と
し
て
販
売
額
か
ら
差
し
引
い
た
。
そ
し
て
漁
獲
物
の
委
託
販
売

を
独
占
し
、
漁
師
の
直
販
売
に
は
種
々
の
封
建
的
制
限
を
か
け
る
制
度
を
澗
主

制
度
と
い
わ
れ
た
。

　
こ
こ
玉
川
浦
の
「
漁
売
立
定
帳
」
に
は
、
漁
師
に
対
す
る
隠
し
取
り
の
禁
止

は
あ
る
が
、
他
浦
へ
の
魚
売
り
に
就
い
て
は
船
頭
中
や
村
法
と
し
て
の
取
り
極

め
が
さ
れ
て
い
な
い
点
が
近
隣
の
四
ヶ
浦
や
他
浦
と
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
船

頭
・
澗
主
が
魚
仲
買
人
と
し
て
の
役
割
が
表
に
出
て
い
な
い
。
漁
獲
物
の
委
託

販
売
独
占
を
す
る
魚
仲
買
人
の
基
盤
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
澗
主
仲
間
は
船
揚
澗
を
介
し
て
結
束
を
強
め
、
漁
師
中
と
の
関
係
を
支
え
、

維
持
し
て
い
た
が
、
玉
川
の
澗
主
制
度
が
船
頭
仲
間
と
漁
師
関
係
取
極
め
を
支

え
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　
明
治
に
な
っ
て
私
有
財
産
と
し
て
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
船
揚
場
を
全
部
入
会
地
と
し
た
浦
は
越
前
で
は
少
な
く
、
玉
川
浦
以
外
で

は
道
口
浦
く
ら
い
で
あ
る
。
澗
持
仲
間
と
村
の
相
互
利
害
の
繋
が
り
が
強
硬

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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岡
田
　
江
戸
時
代
の
玉
川
浦
の
澗
に
つ
い
て

註
　

（
１
）「
明
治
九
年
玉
川
浦
船
揚
場
図
面
」（
越
前
町
役
場
）

　
　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
地
租
改
正
後
、
図
面
に
は
三
ヶ
所
の
船
揚
場
が
み
ら
れ
、

何
れ
も
入
会
地
に
な
っ
て
い
る
。
①
川
よ
り
南
に
八
畝
八
歩
桝
谷
六
左
衛
門
外
八
名
。

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
八
艘
澗
（
小
舟
間
）
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
②
川
よ
り

北
に
二
反
三
畝
一
歩
高
嶋
長
兵
衛
外
二
十
二
名
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
二
十
二

艘
澗
に
あ
た
る
。
③
更
に
北
隣
に
宝
暦
以
降
江
戸
時
代
末
に
造
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

六
畝
六
歩
山
下
源
蔵
外
四
名
。
登
記
人
は
重
複
を
除
く
と
二
十
二
名
で
、
四
艘
間
所
持

が
一
人
、
二
艘
間
所
持
が
四
名
で
あ
っ
た
。

（
２
）
現
在
の
図
面
（
越
前
町
役
場
登
記
図
）

　
現
況
は
、
①
は
船
揚
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お

ら
ず
、
和
布
な
ど
海
草
干
し
場
な
ど
に
利
用
さ
れ

て
い
る
。
②
は
全
て
澗
と
し
て
利
用
。
③
は
越
前

漁
協
の
所
有
澗
に
な
っ
て
、
小
舟
用
に
貸
さ
れ
利

用
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
二
月
現
在
、
玉

川
の
世
帯
数
は
三
十
四
、
人
口
は
九
十
六
人
で
あ

る
。
澗
持
二
十
二
名
中
、
玉
川
在
住
は
九
名
で
そ

れ
以
外
は
町
外
・
県
外
者
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

内
澗
主
で
漁
船
を
所
持
し
て
い
る
の
は
三
名
で
あ

る
。
従
っ
て
二
十
二
名
中
十
九
名
が
漁
業
か
ら
離

れ
て
い
る
。

　
漁
業
組
合
員
は
十
四
名
で
あ
る
か
ら
、
十
一
名

が
借
澗
で
あ
る
。
漁
船
は
発
動
機
船
十
艘
、
和
布
・

イ
カ
な
ど
を
獲
る
船
外
機
付
小
舟
が
二
十
一
艘
で

あ
る
。
澗
代
は
組
合
澗
で
年
間
一
万
五
千
円
、
個

人
澗
で
三
万
か
ら
五
万
円
位
で
あ
る
。

（
３
）
永
江
秀
雄
「
魚
と
船
揚
場
の
方
言
」（『
若
越

　
郷
土
研
究
』
二
―
五
、一
九
五
七
年
）。

（
４
）「
文
久
四
子
年
二
月
去
亥
年
中
村
入
用
帳
」（
玉

　
川
区
有
文
書
）。

①

①

②

②

③

③
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で
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は
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は
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場
と
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お
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ず
、
和
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な
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干
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に
利
用
さ
れ

て
い
る
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全
て
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所
有
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に
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用
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さ
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る
。

　
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
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四
）
二
月
現
在
、
玉

川
の
世
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数
は
三
十
四
、
人
口
は
九
十
六
人
で
あ

る
。
澗
持
二
十
二
名
中
、
玉
川
在
住
は
九
名
で
そ

れ
以
外
は
町
外
・
県
外
者
に
な
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て
い
る
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そ
の

内
澗
主
で
漁
船
を
所
持
し
て
い
る
の
は
三
名
で
あ

る
。
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て
二
十
二
名
中
十
九
名
が
漁
業
か
ら
離

れ
て
い
る
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漁
業
組
合
員
は
十
四
名
で
あ
る
か
ら
、
十
一
名

が
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澗
で
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る
。
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船
は
発
動
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和
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・

イ
カ
な
ど
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付
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舟
が
二
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一
艘
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あ
る
。
澗
代
は
組
合
澗
で
年
間
一
万
五
千
円
、
個

人
澗
で
三
万
か
ら
五
万
円
位
で
あ
る
。

（
３
）
永
江
秀
雄
「
魚
と
船
揚
場
の
方
言
」（『
若
越

　
郷
土
研
究
』
二
―
五
、一
九
五
七
年
）。

（
４
）「
文
久
四
子
年
二
月
去
亥
年
中
村
入
用
帳
」（
玉

　
川
区
有
文
書
）。

①

①

②

②

③

③
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若
越
郷
土
研
究
　
五
十
九
巻
一
号

（
５
）
永
銭
勘
定
。
小
判
一
両
＝
永
一
貫
文
、
一
分
＝
永
二
百
五
十
文
、
一
朱
＝
六
十
二
文

五
分
。

（
６
）
玉
川
・
高
嶋
長
兵
衛
家
文
書
。

（
７
）『
敦
賀
市
史
　
通
史
編
上
』（
敦
賀
市
役
所
、一
九
八
五
年
）「
古
来
よ
り
越
前
浦
え
参
り
、

生
肴
買
年
中
の
口
過
仕
候
、
是
を
浮
買
と
申
候
」（
港
町
漁
家
組
合
文
書
）。
敦
賀
で
は

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
浮
買
廃
止
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
越
前
浦
へ

の
浮
買
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
８
）「
玉
川
浦
耕
作
人
小
前
帳
（
天
保
五
年
〈
一
八
三
四
〉
辰
正
月
）」
玉
川
区
有
文
書
。

（
９
）
玉
川
浦
の
渡
海
船
。

参
考
文
献

○
玉
川
区
有
文
書

　「
明
細
帳
（
文
久
二
年
戌
〈
一
八
六
二
〉
年
六
月
）」

　「
漁
売
立
定
帳
（
宝
暦
六
年
〈
一
七
五
六
〉
子
九
月
日
）」

　「
猟
船
定
覚
帳
（
宝
暦
十
三
歳
〈
一
七
六
三
〉
未
十
二
月
日
）」

　「
当
浦
漁
船
拾
四
艘
冬
夏
稼
諸
道
具
（
卯
十
月
）」

　「
古
来
諸
役
書
物
御
尋
之
節
入
用
帳
（
寛
政
九
年
〈
一
七
九
七
〉
巳
三
月
）」

　「
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
亥
正
月
改
借
用
銀
引
当
証
文
扣
帳
庄
屋
次
左
衛
門
」

　「
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
二
月
日
猟
船
定
覚
帳
　
舟
頭
艫
取
中
相
定
申
一
札
之
事
」

　「
小
物
成
増
減
小
前
帳
（
嘉
永
五
子
〈
一
八
五
二
〉
年
二
月
）」

○
本
家
文
書
（
玉
川
）

　「
間
持
中
間
相
定
申
一
札
之
事
（
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
未
三
月
日
）」（『
越
前
町

史
　
続
巻
』
越
前
町
役
場
、
一
九
九
三
年
所
収
）

○
相
木
邦
英
家
文
書
（
新
保
）

○
佐
藤
徳
次
郎
家
文
書
（
左
右
）

○
岡
田
健
男
文
書
（
梅
浦
）

○『
越
前
町
史
　
続
巻
』（
越
前
町
、
一
九
九
三
年
）

○
渋
沢
敬
三
『
日
本
釣
漁
技
術
史
小
考
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
二
年
）

○
羽
原
又
吉
『
日
本
漁
業
経
済
史
　
中
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）

○
ふ
る
さ
と
梅
浦
編
纂
委
員
会
編
『
ふ
る
さ
と
梅
浦
』（
越
前
町
梅
浦
区
、
二
〇
〇
八
年
）

　

浦名 戸数 人口 船 備考漁船 渡海船 磯廻船
玉川 93 986 3 6
左右 21 131 3
下海 105 534 25 3
上海 164 828 45 2 5
宿 130 711 46 6 6

新保 80 377 22 5 人乗以上・城ヶ
谷は除く

①明治６年（1873）玉川浦舟数（『越前町史　下巻』）

②明治６年（1873）近隣の状況（「足羽県地理誌」）

50 石積以上商船 0
50 石積以下の磯回り 13
6 尋手繰船 2
5 尋手繰船 0
4 尋伝馬船 8

※千石船は敦賀湊等に配置で除く

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




